
中小事業者しごと・子育て両立支援事業 奨励金

認定取得で１０万円 交付
※交付は１事業者につき１回限りです

対象となる認定 以下のいずれかの認定

ミモザ企業認定

ひょうご・こうべ

女性活躍推進企業

（プラチナ認定・

フレッシュ認定含む）

くるみん認定

プラチナ認定・

トライ認定含む

奨励金の制定以前に取得した認定も対象になります

えるぼし認定

えるぼし

第１段階以上

（プラチナえるぼし

認定含む）

対象者

申請期間

申請窓口

申請方法

市内に本社または主たる事業所を有する中小事業者

令和８年４月１日 ～ 令和９年３月３１日

※予算が上限に達した場合、受付を年度途中で締め切ります。

公益財団法人 結のたかさご

申請書類を窓口へ持参、または郵送で提出
※申請書類は窓口・高砂市役所ホームページからダウンロードできます

※個人事業者・農業法人・各種非営利法人も対象
（公共法人・政治団体・宗教法人を除く）

〒676-0828 高砂市阿弥陀町地徳 301（市の池公園 みどりの相談所内）

ＴＥＬ： 079-44６-8096

くわしい申請手続き・必要書類は裏面をご覧ください。

※ 本奨励金は、女性活躍及び仕事と子育ての両立を推進する中小事業者を支援する制度です。

仕事と子育ての両立・

女性活躍を推進する企業を

支援します！

補助金額



※ 本奨励金は、女性活躍及び仕事と子育ての両立を推進する中小事業者を支援する制度です。

中小事業者しごと・子育て両立支援事業 奨励金

提出前にご確認ください申請に必要な書類

奨励金が制定される以前に取得した認定書も対象
対象認定の

認定書の写し

市内に本社又は主たる

事業所を有することが

分かる書類

市税完納証明書

振込先金融機関を

確認できる書類

その他市長が必要と

認める書類

履歴事項全部証明書など

確定申告書など

法人の場合は法人の完納証明書

個人事業主の場合は代表者個人の完納証明書を添付

通帳の表紙見開きページ（口座名義・支店名・口座番号が確認できるページ）

の写し ネットバンキングの場合は同等の内容が確認できるページの写し

※審査において、その他必要な書類があれば提出を求めることがあります。

法人

個人事業主

申請方法 申請書類を以下の窓口に持参または郵送で提出してください。

公益財団法人 結のたかさご
〒676-0828 高砂市阿弥陀町地徳 301（市の池公園 みどりの相談所内）

ＴＥＬ： 079-44６-8096

申請後、交付決定までに約３週間、決定後の振り込みまでに２～３週間程度かかります。

お問い合わせ

公益財団法人 結のたかさご

高砂市 生活環境部 商工労働課

079-44６-8096

079-44３-９０３０

【申請窓口】

受付・書類確認

【制度全般】

奨励金制度についての

お問い合わせ
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制度紹介ＨＰ


